
第 2 部 第 9 章 委任 643条-656条 

 

設例 1：委任の基本構造 

 Aは友人である B のために、Bのやっている仕事の一部を手伝うことにした。その仕事

をやってみたところ以外に大変で、また仕事をこなすうえで道具をそろえるなど費用が必

要であることが分かった。Aと B との間で委任が締結されていたという場合に、A は Bに

対し、事後的に報酬の支払や費用の負担を求めることができるであろうか。［構造 1～3］ 

 

 

 

 


